
山形市体育施設 

高校生の施設利用について（貸出再開） 
【対象の施設】 

山形市総合スポーツセンター全施設、南部・江南・福祉・沼の辺体育館 

山形市球技場、山形市弓道場 

 

期間  ３月２８日(土)から 
 

１．全施設高校生のみ貸出を再開いたします。 

 （中学生以下は引き続き３月３１日（日）まで貸出を中止） 

 

２．施設利用方法について 

対象期間：３月２８日（土）から３月３１日（火） 

対  象：高校生を含む団体 

予約方法：空き施設について３月２８日（土）９時から先着順で予約を 

受付します。 

３月２８日（土）９時から１３時までは来場者のみの受付 

３月２８日（土）１３時以降は電話でも受付。 

（ただし来場者優先）  

＜利用制限＞ 

      ・期間中、１団体につき１日２時間（区分制の施設は１区分）

までの利用（予約）とさせていただきます。 

 
※ 施設ご利用の際は、大人の代表者が必ず帯同してください。利用者のコロナウイ

ルス感染症対策（活動方法や体調管理）に十分留意した上で監督をお願いいたし

ます。 

※ 引き続き厚生労働省等の指示に従い活動の自粛等にご協力ください。 

※ 今後の状況によっては、内容が変更になる可能性があります。 

 

 指定管理者：（公財）山形市体育協会 


